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、、ー〆

中
国
の
住
宅
小
区
を
め
ぐ
る
ア
ク
タ
ー
の
役
割
及
び

関
係
に
つ
い
て
の
考
察

弄，554E' 

藤

和
歌
子

巾固のコミェニーティにおける権利f込書と市民運動

中
国
で
は
近
年
集
合
性
宅
定
設
の
増
加
に
伴
い
、
管
理
而
で
の
法
制
化
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
む
の
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た

物
業
管
制
開
条
例
に
よ
れ
ば
、
集
合
住
宅
は
物
業
(
不
動
桂
)
符
理
区
域
こ
と
に
区
分
さ
れ
て
管
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
-
こ
の
笹
川
叫

区
域
の
範
阿
を
居
住
小
区
ま
た
は
住
宅
小
い
と
呼
ぶ
っ
物
業
特
理
区
域
は
物
業
の
共
用
施
設
の
設
備
、
建
築
の
規
模
や
社
区
建
設
の
安
素
を

考
慮
し
て

μ分
さ
れ
た
地
域
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
な
J

刀
法
は
省
級
政
府
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
c

居
住
小
区
あ
る
い
は
住
宅
小
区
の
地
域

に
よ
る
某
準
を
見
て
み
る
と
、
例
え
ば
北
京
で
は
「
都
市
計
向
に
茶
づ
い
て
建
設
さ
れ
、
設
備
が
整
備
さ
れ
て
い
る
一
定
規
模
に
淫
し
た
い
出

仕

μ
・
凶
作
小

μ
・
危
険
家
犀
建
て
替
え
ド
」
を
屑
住
小
区
と
昨
ぴ
、
滞
陽
で
は
「
住
宅
を
正
体
と
し
た
相
じ
の
設
備
を
備
え
た
、
建
築
而

積
が
一
万
ば
以
卜
の
住
民
生
活
区
」
を
住
宅
小
包
と
呼
ん
で
い
る
。

か
什
小
区
に
は
業
主
と
川
町
ば
れ
る
窪
物
の
M
円
分
所
有
権
者
に
よ
り
憐
成
さ
れ
た
業
ふ
下
ト
人
会
及
ぴ
業
、
土
委
員
会
と
い
う
議
事
機
関
・
執
行
機
関

が
あ
り
、
↓
丁
に
小
区
内
の
問
題
解
決
に

H
献
し
て
い
る

n

本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
小
川
内
の
ア
ク
タ
ー
に
つ
い
て
一
説
明
し
た
後
、
実
際
の
運
営
上

の
問
題
点
を
分
析
す
る
υ

ま
ず
は
小
区
内
の
ア
ク
タ
ー
白
身
の
問
題
点
を
整
理
し
、
次
に
小
区
と
枯
存
す
る
も
う
一
つ
の
末
端
社
会
管
理
系

北法58(4.267) 1895 
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統
で
あ
る
社
区
を
め
ぐ
る
ア
ク
タ
ー
、
す
な
わ
ち
街
道
や
委
員
会
と
の
閃
係
及
び
問
題
点
に
つ
い
て
の
整
川
崎
を
打
な
う
r

( 

) 

住
宅
小

K
の
閑
述
ア
ク
タ
ー
の
役
割
及
び
そ
の
運
営
状
況

一)
R

未、土ぶ官肖バムム

業
主
委
口
会
と
は
注
物
の
所
有
権
者
で
あ
る
個
人
ま
た
は
法
人
に
よ
り
、
選
挙
を
通
じ
て
住
，
t
に
関
連
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
職
梓
を
行
使
す

る
白
治
組
織
で
あ
り
、
彼
述
す
る
楽
土
大
会
の
執
行
機
関
で
あ
る
o
H
本
で
一
言
え
ば
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
特
理
組
合
が
こ
れ
に
相
当
す
る
と
い
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。
国
家
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
業
主
委
員
会
を
設
止
す
る
条
件
は
、
(
心
)
あ
る
作
宅
小
区
内
の
共
有
住
宅
の
う
ち
商
品
住
宅
が
一
一

。
%
に
蓮
し
た
場
合
、
必
新
築
住
宅
の
T
1
0
%
以
上
が
崎
品
化
さ
れ
て
い
る
場
合
、
魚
住
宅
が
完
り
山
川
し
を
開
始
し
て
渦
一
作
ー
が
経
過
し
て

の
二
つ
で
あ
る
コ
小
区
は
完
全
公
ム
制
作
宅
、
公
ム
引
件
宅
と
商
品
作
宅
の
混
合
区
、
完
全
商
品
住
毛
の
二
つ
に
一
付
け
ら
れ
る
が
、

い
る
場
合

業
中
長
久
員
会
が
設
!
止
き
れ
る
の
は
級
者
二
つ
の
タ
イ
プ
の
小
μ
い
と
い
、
つ
こ
と
に
な
る
つ
先
の
三
条
刊
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
、
楽
、
γ
工

ゃ
業
主
団
体
は
社
区
ま
た
は
関
連
部
門
に
対
し
て
楽
、
土
委
員
会
の
設
山
を
申
前
・
校
記
し
、
ま
た
規
定
を
制
定
し
、
活
動
で
き
る
c

ま
た
業

土
委
員
会
の
メ
、
〆
パ

l
は
業
主
大
会
と
呼
ば
れ
る
所
有
権
苫
の
大
会
で
退
問
さ
れ
る
c

業
主
委
只
会
は
菜
、
土
大
会
に
よ
る
差
額
比
半
が
一
O
%
を
卜

M
ら
な
い
た
級
選
挙
に
よ
っ
て
メ
ン
バ
ー
の
選
山
を
行
な
う
。
こ
の
業
主
大

会
の
成
立
条
刊
は
、
の
L
J

設
住
宅
区
の
入
早
川
ム
十
が
4
0
%
以
卜
に
達
し
て
い
る
こ
と
、
②
最
初
の
業
干
が
入
E
m
し
て
か
ら
満
二
年
経
過
し
て

い
る
こ
と
、
の
一
つ
で
あ
る
c

い
ず
れ
か
の
条
件
が
成
山
し
て
か
ら
ハ
O
H
以
内
に
、
開
発
業
者
、
物
業
管
理
会
社
、
業
主
の
い
ず
れ
か
が

当
該
地
の
街
道
弁
事
処
と
区
政
府
の
王
管
部
門
に
喜
而
で
通
知
す
る

n

存
山
を
受
け
取
っ
た
街
道
弁
事
処
は
、

一
回

U
の
菜
、
五
大
会
開
催
に

向
け
て
業
下
ト
人
会
準
備
グ
ル
ー
プ
を
組
織
し
、
そ
の
指
導
・
協
力
を
す
る
コ
準
備
グ
ル
ー
プ
の
構
成
メ
ン
バ
ー
は
街
道
弁
雫
処
、
居
民
委
員

ItiJと58(4・268)1896



会
、
派
出
所
、
開
発
業
者
、
物
業
管
理
会
社
、
業
主
で
あ
る
の
業
占
丁
大
会
準
備
グ
ル
ー
プ
は
業
主
大
会
議
事
規
則
ャ
業
占
丁
公
約
の
草
案
作
成
、

業
主
委
員
会
メ
、
〆
パ

l
の
数
の
確
定
、
リ
侠
仙
苫
の
名
符
作
り
、
選
挙
方
法
の
制
『
'
疋
及
び
実
際
の
選
挙
管
理
事
務
、
業
王
大
会
開
催
の
い
口
時
・

場
所
・
内
容
・
形
式
の
確
定
を
行
な
う
っ

業
主
大
会
が
開
催
さ
れ
る
と
、
常
備
グ
ル
ー
プ
が
H
U
T

案
を
作
成
し
た
業
干
公
約
、
業
干
ト
人
会
議
事
規
則
、
業
、
土
委
員
会
議
事
規
則
の
議
決

を
行
っ
た
後
、
業
王
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
を
退
問
す
る
。
な
お
、

メ
〆
パ

l
の
任
期
は
二
年
で
、
委
員
会
の
召
集
は
で
分
の
一
以
上
の
議
員

が
提
案
し
た
と
き
ま
た
は
適
丘
必
要
に
応
じ
て
な
さ
れ
る
。
定
足
数
は

Y
分
で
、
議
決
数
は
過
半
数
で
あ
る
υ

巾固のコミェニーティにおける権利f込書と市民運動

業
王
委
員
会
の
王
な
職
務
は
、
①
楽
、
土
大
会
を
有
集
し
、
+
土
保
す
る
こ
と
、
伶
索
、
土
公
約
ゃ
世
末
、
土
委
員
会
規
定
を
修
正
し
、
そ
の
実
施
を

F
M
督
す
る
こ
と
、
爪
W
汗
度
計
剛
と
予
算
及
び
物
業
笹
川
刷
会
社
の
サ
ー
ビ
ス
費
用
後
収
基
準
を
審
議
す
る
こ
と
、
ヘ
也
物
業
管
理
会
什
の
管
理
・

サ
ー
ビ
ス
出
動
を
監
督
す
る
こ
と
、
⑤
仕
告
に
関
連
す
る
公
共
設
備
建
築
に
つ
い
て
の
議
論
決
定
、
な
ど
で
あ
る
c

業
主
委
只
会
メ
ン
バ
ー
の
給
与
は
法
で
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
業
王
委
円
以
会
、
土
任
、
副
半
伴
、
秘
書
、
委
員
会
が
承
認
す
る
人
々
に
よ
り
、

委
員
会
を
通
じ
て
そ
の
散
が
決
定
き
れ
る
。

業
主
委
只
会
の
経
費
は
物
業
管
川
崎
サ
ー
ビ
ス
費
か
ら
出
さ
れ
る
c

業
主
委
員
会
の
事
務
経
費
に
つ
い
て
は
先
述
の
通
り
楽
、
土
委
員
会
が
作

初
に
引
両
を
従
山
川
し
、
物
業
特
理
会
社
と
相
談
後
菜
、
土
大
会
を
通
過
し
た
後
に
認
識
さ
れ
る
れ
経
費
の
内
容
に
つ
い
て
は
楽
土
大
会
で
物
業

管
理
会
社
、
業
主
委
員
会
が
と
も
に
会
計
を
公
開

L
、
業
主
に
よ
る
監
貨
や
質
問
を
受
け
る
つ

業
主
委
員
会
の
事
務
烹
は
物
業
管
理
会
社
が
使
用
す
る
部
屋
を
ド
切
っ
て
使
う
が
、
そ
の
山
積
は
人
数
に
応
じ
る
が
平
均
二

i
五
で
方

メ
ー
ト
ル
で
あ
る
c

な
お
、
事
務
経
費
や
ポ
務
室
の
利
川
に
つ
い
て
業
主
委
員
会
と
物
業
管
川
崎
会
社
の
意
見
が
一
致
し
な
い
と
き
は
、
区
の

主
持
部
門
が
判
断
す
る
】

北法S8(4.26D)189i
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二
)
業
主
大
会

業
主
大
会
は
一
つ
の
物
業
特
理
区
域
に
対
し
て
つ
設
問
さ
れ
、
そ
の

μ域
内
の
業
主
全
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
、
最
高
意
思
決
疋
機

関
で
あ
る
。
業
中
大
会
の
開
催
は
刷
会
の
五
日
以
前
に
業
中
全
員
に
通
知
さ
れ
る
つ
判
に
住
宅
小
ド
で
の
会
談
は
同
時
に
い
出
民
委
員
会
へ

の
通
知
も
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
大
会
は
楽
、
土
大
会
議
官
T
川
尻
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
刷
催
さ
れ
る
が
、

二
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
業
主
が

提
案
し
た
場
合
、
臨
時
会
一
訟
を
開
く
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
会
議
の
議
決
数
は
過
半
数
だ
が
、
業
↓
丁
ト
入
会
に
よ
る
規
則
の
制

定
、
楽
、
土
公
約
や
楽
、
土
大
会
議
事
胤
則
の
修
正
・
改
定
や
、
物
楽
管
理
会
社
の
選
出
・
解
任
や
維
持
・
補
修
資
金
関
連
の
法
奈
の
決
定
に
は

一
一
分
の
二
以
上
の
票
数
が
必
安
と
な
る
内

業
主
大
会
の
職
務
は
、
①
業
主
公
約
と
業
主
大
会
議
ポ
規
則
を
制
ハ
心
・
改
?
元
す
る
こ
と
、
②
業
、
土
委
員
会
委
員
を
選
挙
し
、
業
主
委
員
会

の
活
動
を
監
督
す
る
こ
と
、
勿
物
業
首
席
会
社
を
選
山
・
解
屈
す
る
こ
と
、
必
維
持
補
修
専
門
資
金
の
使
用
な
ど
を
決
定
L
監
甘
す
る
こ

と
、
⑨
物
業
管
理
区
域
内
の
物
業
共
用
部
分
と
共
用
施
設
・
設
備
の
使
用
や
公
共
秩
序
・
球
境
衛
生
維
持
な
ど
の
胤
{
疋
を
制
定
・
改
定
す
る

こ
と
、
⑥
法
律
、
法
胤
ま
た
は
菜
、
土
大
会
議
事
胤
則
が
規
定
す
る
そ
の
他
の
物
業
管
即
関
連
の
業
務
を
行
な
う
こ
と
、

で
あ
る
。

三
)
物
業
管
照
会
社

物
業
管
理
会
社
は
日
本
の
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
サ
ー
ビ
ス
会
社
に
畑
中
l
L
、
菜
、
ー
ェ
に
住
宅
区
の
範
囲
内
で
物
業
管
理
サ
ー
ビ
ス
を
行
な
う
常

利
企
楽
で
あ
る
。
業
主
委
只
会
と
契
約
し
た
内
科
に
基
づ
き
、
物
業
サ
ー
ビ
ス
・
笹
川
叫
を
行
う
。
「
深
川
市
経
済
特
区
物
業
特
理
業
界
管
理
法
」

「
深
川
別
市
経
済
特
区
物
業
管
理
行
業
管
川
崎
弁
法

の
ど
表
に
よ
れ
ば
、
物
業
管
理
会
社
と
は
「
法
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
、
性
宅
区
、

業

μ、
オ
フ
ィ
ス
ピ
ル
な
と
や
公
共
設
備
、
公
共
の
場
所
に
対
し
て
専
門
的
か
っ

体
化
し
た
物
業
有
理
サ
ー
ビ
ス
を
訂
な
う
ふ
仕
業
法
人
」

で
あ
り
、
物
業
特
理
を
専
門
に
経
常
す
る
企
業
と
兼
営
企
業
を
含
む
と
い
う
υ

ItiJと58(4・2iO)18悦3
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物
業
管
理
会
社
は
行
政
の
住
主
管
理
部
門
の
国
定
基
準
と
住
主
区
の
物
業
委
託
管
周
契
約
に
基
づ
い
て
管
理
業
務
を
行
な
う
。
そ
の
業
務

内
容
は
、

4T
に
住
宅
及
び
付
属
施
設
(
消
防
設
備
・
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、
駐
車
場
、
緑
地
な
ど
)

の
維
持
・
修
給
・
待
理
で
あ
る
。

ま
た
物
業
管
理
会
社
は
、
①
法
律
・
法
規
に
恭
手
つ
い
て
住
宅
区
の
物
業
特
理
法
の
制
定
、
②
委
託
特
理
契
約
に
恭
守
つ
い
た
費
川
の
徴
収
、

低
住
宅
区
に
お
け
る
物
業
管
理
が
胤
定
す
る
行
為
の
造
反
の
阻
什
、
(
小
)
会
社
が
引
き
受
け
る
経
営
業
務
の
選
択
、
と
い
っ
た
権
利
を
有
し
て

、守》
3

し

72ま
た
新
規
開
禿
の
均
台
は
業
主
や
来
、
五
大
会
が
物
業
管
理
会
社
を
選
任
す
る
削
に
閲
禿
業
者
な
ど
の
建
設
単
位
が
物
業
包
即
会
社
を
退
任

し
、
「
前
期
物
業
ザ
l
ピ
ス
条
約
」
を
結
び
、
「
業
王
臨
時
公
約
」
を
制
定
す
る
。
建
設
組
中
者
は
臨
時
規
約
を
購
入
前
に
口
、
土
に
明
不
し
、

巾固のコミェニーティにおける権利f込書と市民運動

説
明
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
建
設
単
位
は
山
貝
↓
下
と
売
以
契
約
を
締
結
す
る
際
に
、
臨
時
規
約
の
ホ
諾
を
書
面
で
会
け
取
る
必

要
が
あ
る
。

以
上
か
ら
、
業
王
委
員
会
と
物
業
管
照
会
社
に
は
次
の
よ
う
な
関
係
が
成
り
立
つ
こ
と
が
わ
か
る
コ

一
つ
は
照
用
者
・
被
一
用
用
者
の
関
係
で
あ
る
。
楽
、
γ

工
委
員
会
は
物
業
管
理
会
社
の
選
任
・
解
任
、
物
業
サ
ー
ビ
ス
・
管
理
の
監
貨
を
実
施

す
る
権
利
が
あ
る
c

業
主
委
員
会
が
既
存
の
物
業
活
用
会
社
を
解
任
す
る
と
い
う
ポ
例
は
少
な
く
な
く
、
例
え
ば
河
北
川
口
石
家
序
山
刊
紀
花

図
で
は
、
業
、
土
委
員
会
が
従
来
の
物
業
管
理
公
剖
を
解
行
忙
し
、
新
し
い
物
業
笹
川
珂
八
ム
司
を
迎
え
入
れ
て
い
る
υ

一
つ
日
は
、
サ
ー
ビ
ス
と
費
用
の
徴
収
と
い
う
関
同
初
で
あ
る
υ

物
業
管
理
会
社
が
契
約
に
刷
っ
て
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
る
場
合
、
菜
、
r
エ

委
員
会
は
葉
、
半
に
管
剤
費
の
ー
ペ
払
い
を
催
促
す
る
義
務
が
あ
る
。

( 

) 

実
際
の
運
営
上
の
問
題
点
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ご
性
宅
小
区
関
連
ア
ク
タ
ー
白
身
の
問
題
点

卜
述
の
よ
う
に
住
宅
小
区
を
取
り
巻
く
ア
ク
タ
ー
の
役
訓
及
び
関
係
に
つ
い
て
は
法
制
化
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
運
営
で
は
い
く
つ
か

の
問
題
占
が
兄
ら
れ
る
。

一
つ
月
は
業
干
委
員
会
設
す
そ
の
も
の
の
手
続
き
の
煩
雑
き
で
あ
る
。
先
述
の
通
ー
リ
業
主
、
物
業
特
理
会
社
、
街
道
弁
雫
処
、
居
民
委
員

会
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
準
備
グ
ル
ー
プ
を
組
織
し
、
業
、
土
大
会
議
事
規
則
と
業
主
公
約
を
起
草

L
、
来
五
大
会

閉
会
の
時
間
と
業
王
委
員
会
の
委
員
数
の
決
定
、
来
、
土
委
員
へ
の
立
候
補
者
の
'
貧
料
を
作
成
す
る
。
選
出
さ
れ
た
業
主
委
員
会
リ
ス
ト
や
業

主
大
会
の
開
会

H
時
な
ど
を
載
せ
た
報
白
書
、
業
玉
大
会
の
議
官
下
山
地
則
、
業
王
公
約
、
業
玉
大
会
で
の
決
議
な
ど
を
政
府
に
報
告
す
る
。
こ

の
手
続
き
で
少
な
く
と
も
士
、
四
ヶ
月
は
か
か
る
と
い
う
。
北
京
市
の
あ
る
小
区
で
は
、
菜
、
土
委
員
会
が
成
止
し
て
政
府
に
凶
け
山
る
ま
で

一
八
ヶ
円
も
か
か
っ
た
と
い
う
c

一
つ
日
は
、
議
決
に
必
要
な
票
数
集
め
の
雄
し
さ
で
あ
る
コ
前
述
の
世
紀
げ
化
凶
で
は
業
主
大
会
を
聞
い
た
と
き
、
最
も
多
く
て
総
数
の
川

分
の
一
に
も
満
た
な
い
四

C
C人
し
か
参
加
が
な
か
っ
た
と
い
う
。
商
一
市
集
め
は
大
会
で
の
討
論
の
他
に
再
凶
形
式
で
苦
悩
見
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
例
え
ば
物
業
管
理
人
百
社
の
選
任
・
解
任
に
必
要
な
票
数
は
投
票
権
を
有
す
る
菜
、
土
の
一
一
分
の
二
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
存
山
で
志

見
を
収
集
す
る
場
合
は
委
員
が
一
軒
軒
回
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
つ
日
は
、
業
主
委
員
会
メ
ン
バ
ー
の
給
料
、
お
よ
び
活
動
経
費
は
一
切
な
い
叫
償
の
仕
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
メ
ン
バ
ー
の

多
く
は
臓
を
持
っ
て
い
る
た
め
、
余
暇
の
時
間
を
使
っ
て
業
務
に
携
わ
る
、
と
い
う
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
そ
の
活
助
経
費
は
委
員

の
ポ
ケ
y
ト
マ
、
不
ー
か
ら
捻
山
川
さ
れ
、
あ
る
委
員
は
電
話
代
だ
け
で
年
間
一

0
0
0
川
を
支
払
っ
た
と
い
う
じ
ま
た
菜
、
土
委
員
会
は
物
業
管

叩
開
会
社
に
対
し
て
物
業
活
用
の
範
凶
に
限
つ
て
の
み
昨
督
を
「
わ
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
居
民
委
口
会
の
業
務
と
物
業
管
川
司
会
社
の
業
務
が
豆

複
し
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
は
居
民
委
員
会
の
業
務
な
の
か
物
業
管
理
会
社
の
業
務
な
の
か
判
別
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
物
業
管
理
会
社
は

ItiJと58(4・2i2)19以)



そ
れ
を
利
川

L
、
菜
、
土
委
員
会
の
耽
怪
か
ら
逃
げ
る
口
実
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

そ
れ
で
は
業
主
委
員
会
が
必
要
な
い
の
か
と
い
う
と
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
凶
um
住
宅
と
公
有
住
宅
が
混
在
す
る
社
区
で
は
、
業
主
の

す
日
見
を
収
集
し
、
管
制
科
会
社
と
の
橋
渡
し
を
す
る
組
織
が
必
安
で
あ
ろ
う
。
北
尽
市
の
ん
く
か
ら
あ
る
小
区
で
は
、
住
い
仙
や
サ
ー
ビ
ス
に
お

金
を
払
う
と
い
う
意
識
が
薄
く
、
物
業
日
官
m刷
会
社
は
し
ば
し
ば
駐
車
費
を
徴
収
す
る
の
に
難
航
し
て
い
る
。
ま
た
業
主
委
員
会
が
な
い
場
合
、

業
↓
丁
仙
人
が
物
業
笹
川
崎
会
社
と
の
交
捗
に
あ
た
る
が
、
そ
の
場
ム
門
必
ず
し
も
来
五
全
体
の
利
訴
を
代
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
c

そ
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
来
、
五
大
会
に
お
け
る
住
民
の
共
通
認
識
の
形
成
、
お
よ
び
物
業
符
理
会
社
と
の
契
約
に
も
と
ワ
い
た
業
↓
T
委
員
会
に

よ
る
貸
用
の
徴
収
は
、
笹
川
叫
会
社
が
物
業
管
理
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
業
主
委

巾固のコミェニーティにおける権利f込書と市民運動

員
会
の
設

ιや
運
営
に
岡
雑
が
生
じ
て
い
る
、

と
い
う
現
実
も
あ
る
こ
と
は
汚
定
で
き
な
い
。
ま
た
業
主
委
員
会
だ
け
で
は
問
題
を
解
決
で

き
ず
、
政
府
が
介
入
す
る
と
い
う
ケ

l
ス
も
あ
る
υ

先
の
世
紀
化
凶
で
は
、
新
し
い
物
業
管
川
崎
会
社
を
一
度
は
招
山
崎
し
た
も
の
の
従
来
の
物

業
特
理
会
社
と
の
引
継
ぎ
が
う
ま
く
い
か
ず
、
住
民
と
の
対
す
が
激
し
く
な
り
、
心
該
小
区
か
ら
山
て
行
か
さ
る
を
刊
な
っ
た
ロ
そ
の
後
一
副

た
な
物
業
管
即
公
司
を
招
聴
し
よ
う
と
し
た
が
う
ま
く
い
か
ず
、
街
道
弁
事
処
が
協
調
サ
ー
ビ
ス
小
組
を
設
!
止
し
、
一
ヶ
月
間
物
業
管
理
業

務
を
代
行
し
て
い
る
c

ま
た
、
上
海
の
あ
る
小
川
止
の
よ
う
に
、
楽
、
土
の
数
が
あ
ま
り
に
多
す
ぎ
肝
住

μ
の
公
共
事
務
が
業
王
に
よ
る
肉
治
管

い
出
民
委
員
会
を
街
道
介
事
処
に
昇
級
し
政
府
の
権
限
を
強
め
、
そ
の
政
府
の
指
導
と
耽
叔
口
の
卜
で
業
↓
丁
委
員
会
を

設
す
・
運
営
と
い
う
物
業
管
理
へ
の
政
府
の
介
入
を
求
め
る
声
も
あ
る
。

用
で
は
手
に
余
る
た
め
、

一
一
)
住
宅
小
区
関
連
ア
ク
タ
ー
と
社
区
関
連
ア
ク
タ
ー
と
の
関
係
及
び
問
題
点

業
主
委
口
会
の
山
現
は
、
街
道
・
屑
民
委
員
会
を
巾
心
と
す
る
末
端
社
会
活
瑚
系
統
の
情
迭
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た

u

集
合
性
宅

の
増
加
に
よ
っ
て
、
社
区
を
と
り
ま
く
半
裂
ア
ク
タ
ー
は
業
下
委
員
会
、
物
業
管
理
会
社
、
街
道
弁
事
処
、
匡
円
民
委
員
会
と
な
っ
た
。
丘
病
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に
よ
れ
ば
、
仕
壱
小
区
に
お
け
る
衝
突
や
紛
争
の
傾
向
は
、
次
の
山
つ
に
分
類
で
き
る
と
い
う
υ

つ
目
は
刷
発
業
苫
の
不
動
産
に
対
す

る
詐
欺
行
為
で
あ
る
。
例
え
ば
品
川
の
広
告
、
契
約
の
民
、
貸
の
忠
さ
、
付
属
設
備
の
不
備
な
ど
の
問
題
で
あ
る
。

一
つ
日
は
物
業
管
開
会
社

が
物
業
サ
ー
ビ
ス
契
約
に
造
反
し
、
楽
、
土
の
自
治
権
を
H
M
犯
し
た
場
ム
円
で
あ
る
。
例
え
ば
会
計
の
小
透
明
性
、
過
度
の
賛
同
の
徽
収
、
虚
偽

の
1
え
山
の
水
増
し
、

サ
ー
ビ
ス
の
貨
の
低
下
、
業
主
委
只
会
の
退
挙
の
抹
作
、
業
↓
下
ト
人
会
に
よ
る
解
屈
の
決
定
の
件
再
な
と
で
あ
る
。
一
今
つ

円
は
行
政
占
丁
管
部
門
の
業
務
不
履
行
や
不
適
当
な

T
渉
す
る
場
ム
円
で
あ
る
の
例
え
ば
業
↓
丁
ト
八
ム
ム
の
任
集
の
誘
導
を
行
な
わ
な
い
、
菜
、
土
委
員

会
の
選
、
羊
結
果
に
対
し
て
報
告
再
を
に
J

え
な
い
、
来
、
五
大
会
決
議
に
や
町
川
を
に
J

え
な
い
、
北
山
立
的
に
業
王
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
を
竿
え
る
、

物
業
管
制
開
会
社
の
入
札
の
操
作
な
ど
で
あ
る

υ

川
つ
円
は
業
干
委
員
会
が
J

川
市
に
機
能
せ
ず
、
世
末
、
土
の
利
訴
を
代
表
し
な
い
場
ム
円
で
あ
る
つ

例
え
ば
業
全
ト
入
会
の
決
議
を
行
な
わ
な
い
、
父
代
遺
挙
を
実
施
し
な
い
、
新
し
く
成
立
し
た
業
で
委
員
会
と
の
交
代
を
行
な
わ
な
い
、
権
力

の
濫
用
な
と
で
あ
る
r

こ
の
中
で
社

μ組
織
と
関
連
が
淡
い
の
は
一
つ

U
の
ケ
ー
ス
で
あ
ろ
う
コ
こ
れ
は
行
政
王
管
部
門
、
つ
ま
り
街
道
弁
事
処
以
上
の
組
織
と

の
紛
争
だ
が
、
深
川
州
市
の
業
中
委
員
会
と
業
主
大
会
指
導
胤
川
則
取
り
下
げ
要
求
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
い
仙
民
委
員
会
が
業
平
委
員
会
の

指
導
的
立
場
に
な
る
こ
と
に
強
い
反
発
を
ぶ
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
居
氏
委
員
会
に
対
し
て
も
そ
の
干
渉
が
不
透
当
な
場
合
は
衝
突
に
発

反
す
る
川
能
件
も
あ
ろ
う
c

し
か
し
、

凶
民
委
員
会
と
業
王
委
員
会
を
法
律
の
而
か
ら
見
て
み
る
と
、
確
か
に
両
者
と
も
白
治
組
織
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
が
性
質
も

法
律
に
よ
る
位
置
づ
け
も
民
な
る
。
ま
ず
は
構
成
員
と
委
員
会
の
管
特
範
阿
の
違
い
で
あ
る
。
厚
州
民
委
員
会
の
構
成
員
は
そ
の
地
域
に
住
む

住
民
全
体
で
あ
り
、
い
出
民
委
員
会
は
首
轄
す
る
範
囲
の
性
民
に
刻
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
管
理
・
サ
ー
ビ
ス
を
行
、
つ
c

そ
の
内
一
行
は
社
会
保
障
、

教
育
、
街
ヰ
而
な
と
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
手
作
、
ま
た
作
民
と
政
府
と
の
仲
介
役
、
住
民
同
士
の
挟
め
事
の
解
決
な
と
住
民
の
生
活
に
関
係
す
る

も
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
い
る
つ

一
ん
業
ふ
T
委
員
会
の
構
成
員
は
業
下

つ
ま
り
ド
分
所
有
の
梓
利
者
で
あ
る
。
そ
し
て
菜
、
土
委
員
会
の
職
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務
は
区
分
所
有
に
関
連
す
る
項
リ
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
居
民
委
員
会
と
の
悶
係
に
つ
い
て
い
、
λ
ば
、
物
業
笹
川
四
条
例
で
も
業
↓
丁
ト
入
会
ヤ
業

土
委
員
会
は
川
崎
氏
委
員
会
の
活
動
を
支
持
し
、
指
導
と
耽
習
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
つ
ま
た
り
一
削
述
の
よ
う
に
、

住
宅
小
区
で
の
業
玉
大
会
開
会
や
そ
こ
で
議
決
き
れ
た
内
一
杯
は

R
K委
員
会
に
通
知
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

い
砧
只
委
員
会
は
業
主
委
員
会
を
包
入
門
す
る
性
質
を
持
つ
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
に
索
、
土
委
員
会
の
運
営
が
凶
雑
で
あ
る
均
台
、
業
主
委
員
会

の
業
務
部
門
の
一
つ
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
c

を
は
れ
区
成
口
代
表
大
会
(
社

μ
の
最
高
志
思
決
定
機
関
)

で
は
凶
民
委
員
会
と
物
業
符
理
会
社
と
の
関
係
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
っ
物
業
符
理
会
社
と
は
社
区
内
に
存
在
す
る
会
社
の
一
つ
で
あ
る
つ

基
本
的
に
は
業
干
委
員
会
か
ら
委
託
を
受
け
、
契
約
に
基
づ
い
て
物
業
管
理
・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
の
み
で
あ
る
υ

い
山
民
委
員
会
は
社
区

巾固のコミェニーティにおける権利f込書と市民運動

事
務
の
全
面
的
特
理
を
前
け
負
ヲ
て
お
り
、
社
区
内
の
す
べ
て
の
組
織
は
居
民
委
只
会
の
監
督
を
受
け
る
義
務
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
物
業
管

岬
刷
会
社
は
早
川
民
委
員
会
の
幅
i

仏
い
業
務
の

端
を
担
う
も
の
と
し
て
依
間
づ
け
ら
れ
る
の

こ
の
よ
う
に
法
律
卜
は
一
二
者
の
位
置
づ
け
は
は
っ
き
り
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
実
際
に
は
業
務
内
科
が
重
な
る
た
め
、

一
二
者
の
役
割
の

境
界
線
は
非
常
に
暖
昧
で
あ
る
こ
と
が
多
い

芥
地
域
で
は
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
き
ま
ざ
ま
な
管
理
モ
デ
ル
を
作
っ
て
い
る
。
例

え
ば
卜
海
の
塘
橋
街
道
で
は

「
一
今
つ
の
川
車

(
一
語
応
車
)

と
称
し
た
犀
川
氏
委
員
会
、
業
主
委
員
会
、
物
業
管
迎
会
社
の
ニ
依
休
の
ワ

ン
ド
ア
式
サ
ー
ビ
ス
を
提
楽
し
、

E
m
民
委
員
会
王
任
、
物
作
業
管
理
会
社
経
川
何
者
、
作
業
五
委
員
会
王
任
に
よ
る
連
絡
会
一
議
制
度
の
設
立
に
よ
り
、

共
同
し
て
問
遮
の
解
決
に
あ
た
る
こ
と
を
提
附
し
て
い
る
コ
こ
の
よ
う
な
「
一
位
体
」

の
考
え
は
、
南
尽
市
鼓
楼
区
で
も
導
入
さ
れ
て
い

る
。
鼓
楼
区
で
は

J
一
つ
の
看
板
、

社
M
円
服
務
・
物
業
管
川
崎
が
同
時
に
行
え
る
よ
う
に
し
た

f

そ
の
ほ
か
に
は
、
軒
民
委
員
会
が
物
業
管
理
を
請
け
負
う
モ
デ
ル
が
あ
る
c

成
部

山
小
天
空
街
道
で
は
祉
区
凶
民
委
員
会
が
物
業
管
理
を
兼
ね
る
モ
デ
ル
が
試
行
さ
れ
て
い
る

F

武
淀
市
の
あ
る
社

μで
は
物
業
管
理
会
社
の

一
組
織
」
(
二
例
牌
了
、

一
会
班
千
)
と
い
う
社
区
管
理
叶

l
ピ
ス
シ
ス
テ
ム
を
設
立
し
、
住
民
向
治
・

引
円
台
苫
が
社
区
居
民
委
員
会
の
王
任
に
当
選

L
、
匡
円
民
委
員
会
と
物
業
管
理
会
祉
の
矛
盾
の
緩
和
に
貢
献
し
て
い
る
つ
ま
た
狭
西
省
山
川
陽
山

北法S8(4.2i:J)1以13
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恵
氏
路
社
M
m
ハ
植
民
委
員
会
で
は
、
物
業
管
理
会
社
が
い
植
民
委
員
会
に
事
務
官
T

の
提
供
、
居
民
委
口
会
は
物
業
笹
川
刷
会
社
が
本
道
代
、
物
業
管

用
資
の
徴
収
に
つ
い
て
件
民
と
も
め
た
と
き
に
仲
介
役
を
果
た
し
た
り
、
住
民
の
レ
ク
リ
エ

l
シ
ョ
、
〆
の
場
と
し
て
居
民
委
員
会
と
物
莱
管

即
会
社
が
老
人
大
学
を
!
止
ち
卜
げ
た
り
し
て
い
る
。

一
方
、
完
全
商
品
住
宅
小
川
刊
に
住
む
住
民
は
中
・
高
所
何
者
回
目
が
多
く
、
性
民
間
の
ト
ラ
ブ
ル
も
干
に
物
業
管
理
に
闘
す
る
も
の
で
あ
る

た
め
、
凶
民
委
員
会
の
設
立
を
必
要
と
感
じ
な
い
〔
業
占
丁
委
員
会
と
物
業
特
理
会
社
・
開
発
業
者
に
問
題
解
決
を
委
ね
て
き
た
深
釧
が
そ
の

い
い
例
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
同
様
に
上
海
市
徐
匪
康
佐
街
道
内
の
六
つ
の
之
王
商
品
住
宅
小
区
で
は
居
民
委
員
会
を
設
立
せ
ず
、
住
民
も
設

立
の
必
要
を
感
じ
て
い
な
い
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
件
民
た
ち
が
街
道
・
居
民
委
員
会
な
ど
の
従
米
の
地
域
組
織
に
よ
る
社
会
特
型
ン
ス

テ
ム
を
必
山
女
と
し
て
い
な
い
場
合
、
無
用
に
居
只
委
員
会
に
よ
る
指
導
を
法
的
に
規
定
し
て
も
、
派
川
の
よ
、
つ
に
反
刻
に
遭
う
こ
と
は
必
至

で
あ
り
、
政
府
の
従
来
シ
ス
テ
ム
の
優
位
牲
の
維
持
と
い
う
思
惑
と
、
実
際
に
住
民
が
望
む
ン
ス
テ
ム
と
の
溝
を
瓜
め
る
の
は
難
し
い
υ

し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
地
域
に
楽
、
土
委
員
会
だ
け
が
あ
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
わ
け
で
も
な
か
ろ
う
っ
業
王
委
員
会
だ
け
で
は
問
題
を
解

決
で
き
ず
、
政
府
が
介
入
す
る
と
い
う
ケ

l
ス
も
存
在
す
る
の
で
あ
る

J

先
の
山
紀
花
阿
で
は
、
新
し
い
物
業
管
理
会
社
を
一
度
は
募
集
・

採
川
し
た
も
の
の
、
従
米
の
物
議
管
理
会
社
と
の
引
継
ぎ
が
う
ま
く
い
か
ず
、
住
民
と
の
対
立
が
激
し
く
な
り
、
当
該
小
区
か
ら
山
て
行
か

ぎ
る
を
待
な
く
な
っ
た
υ

そ
の
役
新
た
な
物
業
管
理
会
社
を
募
集
・
採
用
し
よ
う
と
し
た
が
う
ま
く
い
か
ず
、
街
道
弁
事
処
が
協
調
サ

l
ピ

ス
小
組
を
設
立
し
、

一
一
干
月
間
物
業
笹
川
叫
業
務
を
代
行
し
て
い
る
。

ト
海
の
あ
る
小
区
の
よ
う
に
、
業
主
の
数
が
あ
ま
り
に
多
す
き

M
性
区
の
公
共
ポ
務
が
業
、
土
に
よ
る
向
治
活
用
で
は
手
に
余
る
た
め
、

民
委
員
会
を
街
道
弁
事
処
に
昇
級
し
政
府
の
権
限
を
強
め
、
そ
の
政
府
の
指
導
と
監
督
の
下
で
業
、
土
委
員
会
を
設
す
・
運
営
と
い
う
物
業
管

用
へ
の
政
府
の
介
入
を
求
め
る
声
も
あ
る

n

物
業
管
理
条
例
を
見
る
限
り
、
業
王
委
口
会
は
物
業
管
理
の
範
叫
に
限
つ
て
の
み
物
業
管
制
開
会
社
を
監
督
し
、
必
要
に
よ
っ
て
は
会
社
そ

ItiJと58(4・2iti)1904 
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の
も
の
を
解
任
す
る
こ
と
も
で
き
、
物
業
管
理
に
限
っ
て
は
自
ら
の
組
織
の
み
で
問
題
解
決
で
き
る
だ
け
の
権
限
は
付
与
さ
れ
て
い
る
υ
二
は

い
凶
耐
え
る
と
、
充
分
に
自
己
統
治
で
き
る
だ
け
の
域
境
は
整
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
つ
し
か
し
、
業
ム
T
委
員
会
そ
の
も
の
の
設
止
の
煩
雑
さ
、

そ
し
て
制
度
の
実
際
の
運
営
に
あ
た
っ
て
の
困
難
さ
と
い
う
現
状
を
見
る
限
り
、
政
府
や

R
K委
員
会
と
の
協
働
が
不
リ
欠
で
あ
る
と
い
え

ょ
う
。
住
宅
小
川
刊
に
お
け
る
特
理
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
、
つ
た
め
に
は
、

ι

「
ん
の
各
地
方
の
モ
デ
ル
に
見
る
よ
う
に
、
い
砧
只
委
員
会
が
中
心
的
リ

l

ダ

l
シ

y
ブ
を
と
り
、
菜
、
土
委
員
会
・
物
業
管
理
会
社
と
の
職
責
の
重
複
部
分
の
埼
界
線
を
引
き
、
協
働
し
て
社

μ笹
川
崎
に
あ
た
る
、
ン
ス
テ

ム
の
構
築
が
必
安
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

巾固のコミェニーティにおける権利f込書と市民運動

(
1
)
巾
凶
の
都
市
部
で
は
一
九
九
年
か
ら
「
引
い
定
説
」
と
呼
ば
れ
る
従
来
存
在
し
て
い
た
人
間
関
係
キ
地
域
連
帯
感
を
生
か
す
た
め
の
制
度

整
備
が
は
じ
ま
っ
た
。
村
同
の
示
す
範
阿
は
民
政
部
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
「
体
制
改
革
後
の
既
模
の
M
阿
世
u
を
受
け
た
居
川
氏
委
員
会
の
管
轄
同
」

で
あ
り
、
大
体
一

0
0
0世
帯
か
ら
三

0
0
0世
帯
を
そ
の
純
凶
、
と
し
て
い
る

f

(
2
)
本
項
で
は
、
持
ア
ク
タ
ー
の
職
務
内
容
を

『物
業
管
理
条
例
』
(一

0
0
一
一
年
九
川
一
日
施
れ
)
を
仰
し
に
敵
理
し
て
い
る
、

(
3
)

迎
波
「
議
来
為
業
委
員
会
解
グ
難
こ

『社
M
r
一
C
C
四
年
凶
月
号
、
七
ペ
ー
ジ

戸

4
)

「
洛
防
一
休
業
王
委
員
人
山
成
貝
的
許
制
」

『東
北
新
聞
制
'
(EF--一¥一
E--ZRH】

F
E
C
E
S
)

一
ひ
っ
四
年
一
月
二
日
、
「
伺
誕
件
片
山
叩
的

日
米
十
委
員
会
一

回点
ん
早
版
制
'
(ZZ号、
4
3
1
3
5
-ご
C

ヨ
Z
2
5
1
、
一

0
0
王
14N月
九
日

(
5
)
徐
暁
軍
「
城
市
牡
包
自
治
権
h
M
矛
同
法
H
ハ
協
調
」

E

広
川
県
社
会
科
学
一
心
。
五
年
月
、
七
一
一
一
一
七
八
べ

1
ン

(
G
)

「
一
伺
誕
生
的
業
主
委
員
会
」

『点
方
半
報
網
』
、
二

0
0
五
年
五
川
九
日

(
7
)
山
摘
、
二

C
C
五
年
、

『城
市
什
恒
業
主
委
員
会
発
展
州
先
-
八
ベ

l
ン

(
S
)

一
O
G
I年
一
円
に
深
川
町
政
府
の
阿
十
資
源
田
小
動
括
管
理
局
は
「
法
制
内
業
主
大
公
と
業
主
委
員
会
指
導
規
則
」
を
公
布
し
、
当
同
が

来
委
員
会
業
キ
ん
会
に
対
す
る
政
策
法
況
の
制
定
及
び
監
骨
を
行
い
、
区
の
件
宅
局
が
業
務
の
指
哩
、
佐
川
督
を
担
い
、
街
ノ
出
弁
事
処
、
社

凶
業
務
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
町
民
委
同
会
が
管
轄
区
の
業
上
委
員
会
此
び
業
主
大
会
運
営
に
関
す
る
R
ハ
体
的
な
管
現
業
務
を
担
、
つ
こ
と
を
{
止
め

北法58(4.2i7)1以)5
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た
、
し
か
し
こ
の
指
導
規
則
に
対
し
て
、
物
業
管
理
企
業
の
権
利
保
犯
で
あ
り
、
業
ヱ
の
権
利
を
制
限
し
、
業
キ
の
惟
益
保
議
活
動
に
ム
l
渉
し
、

業
に
よ
る
業
上
委
員
会
の
設
置
を
妨
会
す
る
も
の
だ
と
し
て
業
た
ち
の
猛
烈
な
反
対
が
挙
が
っ
た
。
同
年
一
月
二
日
に
は
業
主
の
連
名

で
、
「
法
に
基
づ
い
て

『深
別
市
楽
に
」
ト
入
会
と
業
キ
委
員
会
指
存
規
則
』
を
取
り
消
す
こ
と
に
つ
い
て
の
建
ぷ
書
一
(
「
問
於
応
依
法
撒
消

『深

川
巾
業
主
大
会
和
業
主
委
員
会
指
導
児
則
-
的
建
設
害
」
)
が
深
釧
市
の
人
民
代
以
大
会
と
常
務
委
員
会
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
じ

(
9
)
徐
勇
・
陳
倖
点
、

C
C
一
午
、
一
九
ベ

l
ン

(
凶
)
一
肘
委
会
与
物
業
公
司
的
双
向
お
民
服
務
」
、
一
ペ
ー
ジ

(
U
)
徐
中
弘
、
一
ひ
っ
つ
干
、

『卜
F

再
社
同
発
反
恨
川
門
(
九
λ
?
ハ
一
の
ひ
っ
「

海
卜
入
学
山
版
社
、

(
比
)
二
何
誕
生
的
業
主
安
員
会
」
、
一

C
C
合
作
立
月
九
円

凶
ハ
一
ペ
ー
ジ




